
令和６年度

介護報酬改定の概要
～栄養管理に関連する項目を中心に～

●令和６年度介護報酬改定（介護保険法施行規則の一部を改正する省令）が、令和６年４月
１日および令和６年６月１日の２回に分けて施行されます。
　従来の改定では４月１日付で一斉に施行される形が通例となってきましたが、令和６年
度診療報酬改定の施行日が６月１日とされたこと等を踏まえ、医療機関と関わりが深い
「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「通所リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」
の４サービス種別は６月１日、それ以外のサービスは４月１日の施行となっています。

●今回の改定は、全体の改定率が+1.59%のプラス改定となっており、その内訳として、
介護職員の処遇改善分が+0.98%、その他の改定率が＋0.61%となっています。また、
改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用
額の増額による介護施設の増収効果として＋0.45%が見込まれています。

●今回の改定でも、前回（令和３年度）に引き続いて、感染症や災害への対応力の向上が重
点的な対策の一つとして取り上げられているほか、栄養管理に関する項目では、リハビリ
テーション、口腔ケア、栄養管理の各専門職の連携が重視された改定内容となっています。

ここでは、栄養管理に関連する項目の中から、とくに注目されるものを抜粋してご紹介します。



【基本的認識】
新型コロナウイルス感染症への対応の経験を踏まえ、高齢者
施設等と医療機関との連携を強化し、感染症対応力を向上
させていく必要がある。

「令和６年度介護報酬改定に関する審議報告」より抜粋

人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化
防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・
持続可能性の確保」を基本的な視点として、介護報酬改定を実施。

令和６年度介護報酬改定の概要

１．地域包括ケアシステムの深化・推進

⃝質の高い公正中立なケアマネジメント
⃝地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な

取組
⃝医療と介護の連携の推進
⃝看取りへの対応強化

⃝感染症や災害への対応力向上
⃝高齢者虐待防止の推進
⃝認知症の対応力向上
⃝福祉用具貸与・特定福祉用具販売の

見直し

２．自立支援・重度化防止に向けた対応
⃝リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等
⃝自立支援・重度化防止に係る取組の推進
⃝LIFEを活用した質の高い介護

３．�良質な介護サービスの効率的な�
提供に向けた働きやすい職場づくり

⃝介護職員の処遇改善
⃝生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり
⃝効率的なサービス提供の推進

４．制度の安定性・持続可能性の確保 ⃝評価の適正化・重点化
⃝報酬の整理・簡素化

５．その他
⃝「書面掲示」規制の見直し
⃝通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
⃝基準費用額（居住費）の見直し
⃝地域区分

【対象サービス】�特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、�
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

概要
○ 高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合

に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で
感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を
防止することが求められることから、以下を評価する新た
な加算を設ける。

　ア　 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医
療機関（協定締結医療機関）との連携体制を構築してい
ること。

　イ　 上記以外の一般的な感染症（※）について、協力医療機
関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決め
るとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対
応を行っていること。

　　　※新型コロナウイルス感染症を含む。

　ウ　 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や
地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研
修に参加し、助言や指導を受けること。

○ また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施
設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受
けることを評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

単位数
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位 /月（新設）
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位 /月（新設）

算定要件等
〈高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）〉（新設）
○ 感染症法第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確
保していること。

○ 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症
の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時
等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。

○ 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上
加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期
的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回
以上参加していること。

〈高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）〉（新設）
○ 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医

療機関から、３年に１回以上施設内で感染者が発生した場
合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。

関連項目：新興感染症等施設療養費240単位 /日（新設）

高齢者施設等における感染症対応力の向上

出典元の表記のないものは全て「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」をもとに作成
★：介護予防についても同様の措置を講ずる



【基本的認識】
感染症や災害に際して、継続的にサービスを提供できるための
体制の構築や、介護現場における安全性の確保も重要である。

「令和６年度介護報酬改定に関する審議報告」より抜粋

【対象サービス】介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

【対象サービス】全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

概要
○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進

し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、介護
老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント計
画書情報加算、介護医療院における理学療法、作業療法及び
言語聴覚療法並びに介護老人福祉施設における個別機能訓
練加算（Ⅱ）について、以下の要件を満たす場合について評
価する新たな区分を設ける。【告示改正】

　 ア　 口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算
を算定していること。

　 イ　 リハビリテーション実施計画等の内容について、リハ
ビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職
種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じて
LIFEに提出した情報を活用していること。

　 ウ　 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画また
は個別機能訓練計画について必要な見直しを行い、見
直しの内容について関係職種に対し共有していること。

単位数
【介護老人保健施設】
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）� 53単位 /月（新設）
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） 33単位 /月

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）は併算定不可

【介護医療院】
理学療法 注６、作業療法 注６、言語聴覚療法 注4 33単位 /月
理学療法�注７、作業療法�注７、言語聴覚療法�注5 20単位 /月（新設）

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）は併算定可

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位 /日（変更なし）
個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位 /月（変更なし）
個別機能訓練加算（Ⅲ） 20単位 /月（新設）

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）は併算定可

概要
○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サー

ビスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続
に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若し
くは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場
合、基本報酬を減算する。【告示改正】

単位数
業務継続計画未実施減算
　 施設・居住系サービス 所定単位数の100分の３に相当する

単位数を減算（新設）
　 その他のサービス 所定単位数の100分の１に相当する単位

数を減算（新設）

算定要件等
【介護老人保健施設】
　〈リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）〉（新設）
【介護医療院】
　〈理学療法�注７、作業療法�注７、言語聴覚療法�注５〉（新設）
○ 入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に

提出していること。必要に応じてリハビリテーション計画の内容を見直す
等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテー
ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

　※上記は介護老人保健施設の場合。介護医療院については、理学療法 注６、作業療法 
　　注６又は言語聴覚療法 注４を算定していること。

○ 口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定している
こと。

○ 入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯
科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリテーション
計画の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施の
ために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄
養状態に関する情報を相互に共有すること。

○ 共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを
行い、見直しの内容について、関係職種間で共有していること。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
　〈個別機能訓練加算（Ⅲ）〉（新設）
○個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定していること。
○ 口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
○ 入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他

個別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の
健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有
していること。

○ 共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、
見直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で共有していること。

算定要件等
○ 以下の基準に適合していない場合（新設）
　・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の
業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

　・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
　　　※ 令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整

備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用
しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和７年
３月31日までの間、減算を適用しない。

○ １年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定される
よう、事業所間の連携により計画策定を行って差し支えない旨
を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続
き取り組むほか、介護サービス情報公表システムに登録すべ
き事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所
への働きかけを強化する。また、県別の計画策定状況を公表し、
指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済み
の施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内
容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。

介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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【基本的な視点】
高齢者の自立支援・重度化防止といった介護保険制度の趣旨

に沿い、多職種による連携を通じた取組の推進や、アウトカム指
標を踏まえた評価の推進に向けたデータの活用等を行うことが
必要である。

このため、様々な角度からの自立支援・重度化防止に係る取
組やリハビリテーション・口腔・栄養の一体的取組を一層推進
していくこと、介護現場において科学的介護の取組が進むよう
令和３年度改定より開始された LIFEを活用した質の高い介護
を進めていくことが必要である。

「令和６年度介護報酬改定に関する審議報告」より抜粋

【対象サービス】介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

【対象サービス】�看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、�
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

概要
○ 介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に

退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行わ
れるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介
護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、
他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する
新たな加算を設ける。【告示改正】

単位数
退所時栄養情報連携加算70単位 /回（新設）

概要
○ 褥瘡マネジメント加算（介護医療院は褥瘡対策指導管理）について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の

見直しを行う。
　ア　施設入所時又は利用開始時に既に発生していた褥瘡が治癒したことについても評価を行う。【告示改正】
　イ　加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。【通知改正】
　ウ　初回のデータ提出時期について、他の LIFE関連加算と揃えることを可能とする。【通知改正】

算定要件等
○対象者

 ・ 厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は
低栄養状態にあると医師が判断した入所者

○主な算定要件
 ・ 管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄

養管理に関する情報を提供する。
 ・  １月につき１回を限度として所定単位数を算定する。

　　　 ※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切
な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、
膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のた
めの濃厚流動食及び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。）

算定要件等
○ LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
　〈入力負担軽減に向けた LIFE関連加算に共通する見直し〉
　・ 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の

選択肢を統一化する
　・ 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条

件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
〈褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）〉
○以下の要件を満たすこと。
　 イ　 入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時

に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連
のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に
評価し、その後少なくとも３月に１回評価すること。

　 ロ　 イの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出
し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管
理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し
ていること。

　 ハ　 イの確認の結果、褥瘡が認められ、又はイの評価の結果、
褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用
者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支
援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関
する褥瘡ケア計画を作成していること。

　 ニ　 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理
を実施するとともに、その管理の内容や入所者又は利
用者の状態について定期的に記録していること。

　 ホ　 イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は
利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

〈褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）〉
○ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等

において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所
者等について、当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生する
リスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

〈褥瘡対策指導管理（Ⅱ）〉
○ 褥瘡対策指導管理（Ⅰ）に係る基準を満たす介護医療院におい

て、施設入所時の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等につ
いて、当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクが
あるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。

退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し


